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総括表

（ ） （ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

実質赤字額、連結実質赤字額又は将来負担額がない場合は、「－」を記載している。

平成２５年度の比率は、小数点以下１位未満を切り捨てている。

＜参　　考＞　比率の概要

注２

　市の一般会計等が将来的に負担することになっている実
質的な負債にあたる額（将来負担額）を把握し、この将来負
担額から負債の償還に充てることができる基金等を控除の
上、市の標準財政規模を基本とした額で除したものである。

20.00 35.0

1

（単位：％）

実質赤字 連結実質赤字 将来負担

区　　　　　分

実質赤字比率
　（一般会計等の実質赤字の比率）

将来負担比率
　（地方債残高のほか一般会計等が将来
負担すべき実質的な負担を捉えた比率）

実質公債費比率
　（公債費及び公債費に準じた経費の比
重を示す比率）

実質公債費

6.2

区　　分

平成２５年度決算

健全化判断比率

25.011.37

注１

概　　　　　要

　市のすべての会計の赤字額と黒字額を合算して、市全体
としての歳出に対する歳入の不足額を、市の一般財源の標
準的な規模を表す標準財政規模の額で除したものである。

　市の一般会計等の支出のうち、義務的に支出しなければ
ならない経費である公債費や公債費に準じた経費を市の標
準財政規模を基本とした額で除したものの３か年の平均値
である。

連結実質赤字比率
　（すべての会計の実質赤字の比率）

16.37

－

比　率 比　率 比　率 比　率

－ －

350.0

（財政再生基準） 30.00

（早期健全化基準）

　市税、地方交付税等の一般財源をその支出の主な財源と
している一般会計等について、歳出に対する歳入の不足額
（いわゆる赤字額）を市の一般財源の標準的な規模を表す
標準財政規模の額で除したものである。

Ⅰ　健全化判断比率
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実質赤字比率

一般会計等の実質収支額

実質赤字額がない場合は、「－」を記載している。

【算定式】

一般会計等の実質赤字額　アのＥ欄の合計（※マイナスの場合のみ）

4,297,51773,565,640

1,510,885

3,598,762

2

1,510,885

（単位：千円）

歳入総額

Ａ

実質
収支額

2,786,632

住宅新築資金等貸付事
業特別会計

6,718 00

Ｅ（Ｃ－Ｄ）

翌年度へ
繰り越す
べき財源

Ｄ

歳出総額

Ｂ Ｃ（Ａ－Ｂ）

＝

2,791,870

30,723

0

産業団地汚水処理施設
事業特別会計

6,718

31,513

ア

イ 標準財政規模 43,611,355

（単位：千円）

会　計　名

一般会計

歳入歳出
差引額

うち臨時財政対策債発行可能額

実質赤字比率 ウ
標準財政規模　イ

77,863,157

合　　　計

790

（単位：％）

注

－

790

73,624,884 4,302,75577,927,639

0

ウ 実質赤字比率

4,448
ひがしひろしま墓園管理
事業特別会計

26,251 21,803 4,448 0
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連結実質赤字比率

一般会計等に係る実質収支額

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨ 寺家地区土地区画整理事業特別会計 0

⑩

連結実質赤字額がない場合は、「－」を記載している。

【算定式】

3,850,513

（単位：千円）

一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る
特別会計以外の会計に係る実質収支額（①～④）

6,273

国民健康保険特別会計 605,997

特定地域生活排水処理事業特別会計

資金不足額がある場
合は、△（マイナス）で
表示

介護保険特別会計（保険事業勘定）

農業集落排水事業特別会計 0

2,791,870

産業団地造成事業特別会計 0

連結実質赤字額〔ア＋イ＋ウ〕（※マイナスの場合のみ）

区　　　　分

3,850,513

公共下水道事業特別会計 0

水道事業会計

標準財政規模　エ
連結実質赤字比率 オ ＝

エ

２のアのＥ欄の合計

イ

26,928

後期高齢者医療特別会計

臨時財政対策債発行
可能額を含む

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

3

ウ
一般会計等以外の特別会計のうち公営企業会計
に係る資金不足額又は資金剰余額（⑤～⑩）

639,198

金　　額

ア

備　　考

0

標準財政規模 43,611,355

（単位：％）

0

オ 連結実質赤字比率 －

注
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実質公債費比率

基準財政需要額に算入された公債費及び準公債費

【算定式】

災害復旧費等に係る
基準財政需要額等

（単位：千円）

臨時財政対策債発行
可能額を含む。

4.62598

4

イ

エ 43,611,355

オ実質公債費比率（単年度）
エ　－　ウ

＝
ア　＋　イ　－　ウ

地方債の元利償還金
(公債費充当一般財源等額）

準元利償還金 2,077,493

ウ

公営企業に要する地
方債償還充当繰入金
等

カ 実質公債費比率（３か年平均） 6.2

6.51956

（単位：％）

7.55719
実質公債費比率（単年度）オ

7,812,203

標準財政規模

H24

H23

繰上償還額及び満期
一括償還地方債の元
金を除く。

区　　　　分 金　　額 備　　考

ア 7,390,772
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将来負担比率

将来負担額がない場合は、「－」を記載している。

【算定式】

26,591,278
財政調整基金、減債
基金等

11,915,681

80,759,213

住宅使用料、都市計
画税等

43,611,355

－

〔ア＋イ＋ウ＋エ＋オ＋カ＋キ＋ク〕－〔ケ＋コ＋サ〕

臨時財政対策債発行
可能額を含む。

セ 将来負担比率

シ－ス
＝

広島中央環境衛生組
合

水道事業会計等への
繰入れ見込額

2,279,764

15,297,229

一般会計等対象職員
（市長部局、教育委員
会等）

土地開発公社等

0

0

355,285

12,291,664

（単位：千円）

備　　考

高美が丘公民館建設
事業の用地に係る経
費等

ウ

エ

設立法人の負債の額等に係る一般会計等負担見
込額

キ

イ

オ

連結実質赤字額

845,535

退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込
額

カ

組合又は地方開発事業団が起こした地方債の償
還に係る地方公共団体の負担見込額

組合等の連結実質赤字額に係る一般会計等負担
見込額

ア

一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還
に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額

債務負担行為に基づく支出予定額

ク

（単位：％）

7,812,203

84,035,419

金　　額区　　　　分

一般会計等に係る地方債の現在高

5

地方債の償還額等に要する経費として基準財政需
要額に算入されることが見込まれる額

地方債の償還額等に充当可能な基金の残高の合
計額

ケ

コ

サ

標準財政規模

地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入見込
額

ス
基準財政需要額に算入された公債費及び準公債
費

シ

将来負担比率 セ

注

5



総括表

水道事業会計

公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

特定地域生活排水処理事業特別会計

寺家地区土地区画整理事業特別会計

産業団地造成事業特別会計

資金不足額がない場合は、「－」を記載している。

＜参　　考＞　資金不足比率の概要

資金不足比率

法適用企業

区　　分 会　計　名

－

（経営健全化基準）※公営企業ごと （　20.0　）

－

宅地造成事業

以外

－

（単位：％）

Ⅱ　資金不足比率

1

－

－

注

概　　　　　要

資金不足比率
　（公営企業ごとの資金不足額の比率）

　一般会計等の実質収支にあたる公営企業会計における
資金不足について、公営企業の事業規模に対する比率を
表したものである。

区　　　　　分

宅地造成事業

法非適用企業

－
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法適用企業

ア 資金不足額

流動負債は、控除未払金等の控除額を除いたものである。

算入地方債は、建設改良費以外の経費に充てるために起こした地方債の現在高である。

流動資産は、控除財源等の控除額を除いたものである。

Ｄ欄が△（マイナス）の場合は、資金剰余額となる。

イ 事業の規模

ウ 資金不足比率

資金不足額がない場合は、「－」を記載している。

【算定式】

会　計　名

注４

注

資金不足比率 ウ

（単位：千円）

2

注１

注２

注３

水道事業会計 836,024 0 4,686,537

資金不足額又は
資金剰余額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ（Ａ＋Ｂ－Ｃ）

流動負債 算入地方債 流動資産

（単位：％）

水道事業会計 －

水道事業会計 3,928,444 1,276 3,927,168

（単位：千円）

会　計　名
営業収益の額

受託工事
収入の額

事業の規模
備　考

Ｅ Ｆ Ｇ（Ｅ－Ｆ）

△ 3,850,513

＝
Ｄ　資金不足額（※プラスの場合のみ）

Ｇ　事業の規模
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法非適用企業

ア 資金不足額

算入地方債は、建設改良費以外の経費に充てるために起こした地方債の現在高である。

Ｅ欄が△（マイナス）の場合は、資金剰余額となる。

イ 事業の規模

ウ 資金不足比率

資金不足額がない場合は、「－」を記載している。

【算定式】

0

3

公共下水道事業特別会
計

Ｂ

算入地方債

0 5,701,249

寺家地区土地区画整理事業特別会計

0

－

0 0寺家地区土地区画整理事業特別会計

Ｃ

翌年度へ繰り
越すべき財源

歳入額歳出額

Ａ

11,4100

161,711

11,410

161,7110

ＧＦ

営業収益の額 事業の規模
備　考

注

資金不足比率 ウ ＝

－

農業集落排水事業特別会計 －

0 2,642,446

Ｅ　資金不足額（※プラスの場合のみ）

Ｈ　事業の規模

－

公共下水道事業特別会計

特定地域生活排水処理事業特別会計

産業団地造成事業特別会計 －

産業団地造成事業特別会計 0

48,529

公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

2,642,446

0 48,529

0

（単位：％）

8,836 8,8360

特定地域生活排水処理事業特別会計

0 0

0

13,477

450

会　計　名

5,700,799

94,354
産業団地造成事業特別
会計

農業集落排水事業特別
会計

特定地域生活排水処理
事業特別会計

寺家地区土地区画整理
事業特別会計

503,215

（単位：千円）

Ｅ（Ａ＋Ｂ－（Ｃ－Ｄ））

0 510,515 7,300 0

資金不足額又は
資金剰余額

0

0

0

（単位：千円）

会　計　名

Ｄ

0 107,831

注１

注２

受託工事
収入の額

Ｈ（Ｆ－Ｇ）
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《資料》

住宅新築資金等貸付事業特別会計

ひがしひろしま墓園管理事業特別会計

国民健康保険特別会計（事業勘定）

国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計（保険事業勘定）

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

水道事業会計

公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

特定地域生活排水処理事業特別会計

寺家地区土地区画整理事業特別会計

産業団地造成事業特別会計

広島中央環境衛生組合

広島県市町総合事務組合

広島県後期高齢者医療広域連合

東広島市土地開発公社

健全化判断比率及び資金不足比率の対象範囲

産業団地汚水処理施設事業特別会計

法
非
適
用
企
業

公営企業に
係る会計

公
営
企
業
会
計

一般会計等に属する
特別会計

一
般
会
計
等

一般会計

一部事務組合・広域連合

地方公社

一般会計等以外の
特別会計のうち
公営企業に係る
特別会計以外の

特別会計

公
営
事
業
会
計

法
適
用
企
業

実
質
赤
字
比
率
 

連
結
実
質
赤
字
比
率
 

実
質
公
債
費
比
率
 

将
来
負
担
比
率
 

資
金
不
足
比
率
（
会
計
ご
と
に
算
定
）
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